
亀山市告示 第 ３ ８ 号  

地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ５ ８ 条 の ２ 第

１ 項 の 規 定 に 基 づ き 国 民 健 康 保 険 税 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し

た の で 、 同 条 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 同 令 第 １ ５ ８ 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ り 告 示 す る 。  

  令 和 元 年 ６ 月 ２ ８ 日  

                         亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

１  委 託 の 内 容  

  亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 収 納 支 援 業 務  

２  受 託 者 し た 私 人 の 所 在 地 及 び 名 称  

  三 重 県 津 市 栄 町 二 丁 目 ４ ６ ６ 番 地  

楠 井 法 律 事 務 所  弁 護 士  楠 井  嘉 行  

３  委 託 期 間  

  令 和 元 年 ６ 月 ３ 日 か ら 令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

４  委 託 し た 収 納 事 務 の 範 囲  

  国 民 健 康 保 険 税 の 収 納  

５  収 納 事 務 を 行 う 期 間  

  令 和 元 年 ６ 月 ３ 日 か ら 令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  


